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みなさんの
所
得
税
の
税
率
が
変
わ
っ
た
け
ど
、

市
・
道
民
税
の
税
率
も
変
わ
る
ん
だ
っ
て

所
得
税
と
市
・
道
民
税
の

合
計
額
は
増
え
る
の
か
な

税
率
の
変
更
に
よ
る

負
担
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、

国
が
行
う
定
率
減
税
廃
止
で

負
担
は
増
え
ま
す

市
や
道
が
行
う
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
財
源

は
、
地
方
税（
市
・
道
民
税
な
ど
）の
ほ
か

に
国
税
（
所
得
税
な
ど
）
に
よ
る
国
庫
補

助
金
な
ど
で
す
。
し
か
し
、
国
庫
補
助
金

は
使
い
道
が
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
市

民
に
一
番
身
近
な
市
や
道
が
行
う
ま
ち
の

実
情
に
あ
っ
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
制

限
さ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
国
か
ら
地
方
へ
財
源
を
移
す

税
源
移
譲
を
行
う
こ
と
で
、
ま
ち
の
実
情

に
あ
っ
た
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
や
す
く
す
る

の
で
す
。

税
の
税
率
が
変
わ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が

所
得
税
の
負
担
は
減
り
、
市
･
道
民
税
の

負
担
は
増
え
ま
す
。
し
か
し
、
負
担
額
の

合
計
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
国
と
地
方
に
納

め
る
税
金
の
割
合
が
変
わ
る
だ
け
で
す
。

税
源
移
譲
で
は
、
市
･
道
民
税
と
所
得

市
・
道
民
税
は
、
社
会
保
障
の
充
実
や

教
育
振
興
、
道
路
整
備
な
ど
私
た
ち
の
暮

ら
し
を
支
え
る
地
方
税
で
、
一
定
金
額
を

均
等
に
市
民
が
負
担
す
る
均
等
割
と
、
所

得
に
応
じ
て
負
担
す
る
所
得
割
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
所
得
割
の
税
率
が
、
課
税
標
準

額
に
関
係
な
く
一
律　

％
と
な
り
ま
す
。

１０

税
源
移
譲
で

市
・
道
民
税
と
所
得
税
の
税
率
が

変
わ
り
ま
す

ま
ち
の
実
情
に
あ
っ
た
公
共
サ
ー

ビ
ス
を
行
い
や
す
く
す
る
た
め
、

税
源
移
譲
が
行
わ
れ
ま
す

市
・
道
民
税
の
所
得
割
の
税
率
が

　

％
に
統
一
さ
れ
ま
す

１０
市・道民税（所得割）額速算表

◎税源移譲により１月から所得税の税
額が減り、その分、６月から市・道
民税の税額が増えます

◎定率減税廃止で所得税と市・道民税
を合計した税額は増えます

大きく変わる
ポイントは２つ

平成１９年度平成１８年度課税標準額（Ａ）

（Ａ）
×
１０％

（Ａ）×５％２００万円以下

（Ａ）×１０％－１０万円２００万円超～
　７００万円以下

（Ａ）×１３％－３１万円７００万円超

計算例１、課税標準額１００万円の場合の市・道民税
平成１８年度　１００万円×５％＝５万円
平成１９年度　１００万円×１０％＝１０万円
計算例２、課税標準額３００万円の場合の市・道民税
平成１８年度　３００万円×１０％－１０万円＝２０万円
平成１９年度　３００万円×１０％＝３０万円

納税通知書を給与天引きの人は５月、年金受給者など自分で納める人は６月にお送りします。

市・道民税の負担増に
ご理解ください

移
譲
前

所得税所得税 所得税所得税
市・道民税

市・道民税

＋ ＝

所得税 所得税

合  

計

合  

計

市・道民税市・道民税

市・道民税市・道民税

＋ ＝

＝

移
譲
後

税源移譲

税源移譲前後のイメージ図

税源移譲による所得税と市・道民税の合計額は同じです。
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市
・
道
民
税
の
負
担
額
が
増
え
る
分
、

所
得
税
の
負
担
額
は
減
る
の
で
、
税
率
の

変
更
に
よ
る
合
計
負
担
額
は
変
わ
り
ま
せ

ん
。し

か
し
、
平
成　

年
に
景
気
対
策
と
し

１１

て
暫
定
的
に
、
税
負
担
の
軽
減
措
置
と
し

て
導
入
さ
れ
て
き
た
定
率
減
税
（
市
・
道

民
税
は
所
得
割
額
の　

％
相
当
額
、
所
得

７.５

税
は
税
額
の　

％
相
当
額
を
控
除
）
が
国

１０

の
税
制
改
正
に
よ
り
廃
止
さ
れ
ま
す
。

こ
の
定
率
減
税
の
廃
止
に
よ
り
、
市
・

道
民
税
と
所
得
税
を
合
わ
せ
た
負
担
額
が

増
え
ま
す
。

定
率
減
税
廃
止
で
、

市
・
道
民
税
と
所
得
税
を

合
わ
せ
た
税
負
担
は
増
え
ま
す

市
･
道
民
税　

そ
の
年
の
１
月
１
日

現
在
に
住
ん
で
い
る
市
町
村
で
、前

年
１
年
間
の
所
得
に
基
づ
い
て
課
税

さ
れ
ま
す
。勤
務
先
で
給
与
か
ら
天

引
き
さ
れ
る
か
、納
付
書
で
納
め
ま

す
。

所
得
税　

１
年
間
の
所
得
に
対
し
て

課
税
さ
れ
る
国
税
で
、給
与
・
年
金
収

入
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

税
源
移
譲　

納
税
者
の
国
へ
納
め
る

税（
所
得
税
な
ど
）を
減
ら
し
、市
や

道
に
納
め
る
税（
市
･
道
民
税
）を
増

や
す
こ
と
で
、国
か
ら
地
方
へ
税
源

を
移
す
こ
と
。

課
税
標
準
額　

所
得
か
ら
控
除
額
を

差
し
引
い
た
課
税
対
象
金
額
の
こ
と
。

収
入　

自
営
業
の
人
は
、売
上
金
額
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
年
金
受
給
者
の
場

合
は
手
取
額
で
は
な
く
所
得
税
や
社

会
保
険
料
を
控
除
す
る
前
の
総
支
給

額
。

所
得　

収
入
か
ら
必
要
経
費
や
一
定

額
を
差
し
引
い
た
金
額
。

控
除　

課
税
対
象
に
な
る
額
を
決
め

る
た
め
、一
定
額
を
差
し
引
く
こ
と
。

調
整
控
除　

市
・
道
民
税
と
所
得
税

で
は
基
礎
控
除
や
扶
養
控
除
な
ど
の

人
的
控
除
に
差
が
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ

税
額
を
合
わ
せ
た
税
負
担
が
変
わ
ら

な
い
よ
う
調
整
す
る
た
め
に
設
け
た

控
除
。 ワ

ン
ポ
イ
ン
ト
解
説

税制改正（税源移譲、定率減税廃止）による
税額変化のモデル試算例（年間） （単位：円）

給与所得者　単身　　　　　　　　　　　　　　　　　　
負担増額合計所得税市･道民税給与収入

9,000
93,50057,60035,900改正前

200万円
102,50032,00070,500改正後

17,300
175,200111,60063,600改正前

300万円
192,50062,000130,500改正後

38,100
386,900232,200154,700改正前

500万円
425,000160,500264,500改正後

給与所得者　夫婦と１８歳、１４歳の子ども２人　　
負担増額合計所得税市･道民税給与収入

700
12,300012,300改正前

300万円
13,000013,000改正後

17,600
181,400107,10074,300改正前

500万円
199,00059,500139,500改正後

41,000
422,000236,700185,300改正前

700万円
463,000165,500297,500改正後

年金受給者　夫婦　本人６５歳以上、配偶者７０歳未満　　
負担増額合計所得税市･道民税年金収入

0
000改正前

200万円
000改正後

6,200
65,00037,30027,700改正前

250万円
71,20020,70050,500改正後

12,500
128,50079,20049,300改正前

300万円
141,00044,00097,000改正後

例例例例例例例例例例例例例 給与所得者（年収５００万円）
の４人世帯
室蘭太郎（４８歳）、妻　花子（４７歳）無収入、
長女（１８歳）、長男（１４歳）

税源移譲前

④所得割額　７万６千円
　（Ｃ×５％） …………（Ｄ）

⑤均等割額　４千円 …（Ｅ）
　税額　８万円（Ｄ＋Ｅ）

●市･道民税の計算

④所得割額
　１３万５千５００円  ……（Ｄ）
１５万２千円（Ｃ×１０％）－
調整控除額１万６千５００円

⑤均等割額　４千円 …（Ｅ）
　税額　１３万９千５００円（Ｄ＋Ｅ）

税源移譲後

●市･道民税と所得税の合計税額
市･道民税額 ８万　　円
所得税額 ＋１１万９千円

 合計　　１９万９千円

市･道民税額 １３万９千５００円
所得税額 ＋５万９千５００円

 合計　　１９万９千円＝

定率減税廃止前の税額

市･道民税額８万円－
定率減税額（市･道民税該当分）
 ５千７００円
 ＝７万４千３００円
所得税額１１万９千円－
定率減税額（所得税該当分）
 １万１千９００円
 ＝１０万７千１００円

 合計　１８万１千４００円

市･道民税額１３万９千５００円－
定率減税額（市･道民税該当分廃止）
 ０円
 ＝１３万９千５００円
所得税額５万９千５００円－
定率減税額（所得税該当分廃止）
 ０円
 ＝５万９千５００円

 合計　１９万９千円
 （廃止前より１万７千６００円の負担増）

定率減税廃止後の税額

《詳細》課税課�◯２５ 2294、2706

①給与所得　３４６万円  ………………………（Ａ）
②所得控除額　１９４万円  ……………………（Ｂ）

社会保険料控除（収入の１０％で計算）  …５０万円
配偶者控除  ………………………………３３万円
特定扶養控除  ……………………………４５万円
一般扶養控除  ……………………………３３万円
基礎控除  …………………………………３３万円

③課税標準額（課税対象となる金額）
　１５２万円（Ａ－Ｂ）  …………………………（Ｃ）

（ ）

所
得
控
除
額
の

内
訳


